
JP 4987263 B2 2012.7.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被処理鋼管の機械的特性を改善するために、冷間での伸管加工を終えた前記被処理管に
施す熱処理方法であって、
　Ｃの含有量を０．２２質量％以下、Ｓｉの含有量を０．５５質量％以下、Ｍｎの含有量
を１．６０質量％以下、残部はＦｅおよび不可避的不純物である高圧配管用合金鋼にバナ
ジウムを０．１０～０．３０質量％の範囲で添加した合金鋼を材料とする鋼管を被処理鋼
管として用意し、
　前記被処理鋼管を９８０～１１００℃の範囲内で所定時間高温を保持した後、２０～２
００℃／分の冷却速度で該鋼管を徐冷する焼きならしを行い、
　次いで被処理鋼管を６００～７００℃の範囲内まで加熱した後、常温まで冷却する焼き
戻しを行うことを特徴とする高強度鋼管の熱処理方法。
【請求項２】
　前記被処理管は、ディーゼルエンジンのコモンレール式燃料噴射システムに用いられる
燃料噴射管であることを特徴とする請求項１に記載の高強度鋼管の熱処理方法。
【請求項３】
　高強度鋼管の組成が、
　Ｃの含有量を０．２２質量％以下、Ｓｉの含有量を０．５５質量％以下、Ｍｎの含有量
を１．６０質量％以下で、かつ、Ｖの含有量が０．１０～０．３０質量％、残部がＦｅお
よび不可避的不純物からなり、その金属組織はバナジウム炭窒化物が析出したベイナイト
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主体の組織であり、
　前記高強度鋼管はディーゼルエンジンのコモンレール式燃料噴射システムを構成する燃
料噴射管として用いられる高強度鋼管であることを特徴とする高強度鋼管。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高強度鋼管の熱処理方法に係り、高圧配管、自動車では例えば、コモンレー
ル式ディーゼルエンジンの高圧燃料配管に用いられる高強度鋼管およびその熱処理方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　高圧配管に用いられる高強度鋼管には、例えば炭素鋼や、ＳｉやＭｎ、あるいは必要に
応じてＣｒやＭｏ、Ａｌを微量添加した合金鋼を材料とする鋼管がある。例えば、自動車
用コモンレール式ディーゼルエンジンに用いられる高圧燃料配管の場合、目的のサイズに
伸管加工した後、耐圧性を確保するために、電解研磨や化学研磨、流体研磨などにより管
の内面に研磨を施す工程や、焼ならしや焼鈍などの熱処理や、外面の防錆のための表面処
理を経て、両端締結部の端末成形、所定の形状への曲げ加工を施して最終的な製品形状に
なる。
【０００３】
　従来の自動車用ディーゼルエンジンの高圧燃料配管の機械的性質は、降伏点が３５０～
５００［ＭＰａ］程度、引張応力が５００～６５０［ＭＰａ］程度、伸びが２２～３５％
程度であり、例えば、外径φ６．３５ｍｍ、内径３．０ｍｍの鋼管の場合、降伏（塑性変
形）させずに使える実車相当条件での動的な耐圧は、１２０～１９０［ＭＰａ］程度であ
った。実使用上は、安全率を見込んで、１００～１５０［ＭＰａ］の耐圧性能が得られる
。
【０００４】
　ところで、自動車の燃料配管に上述した高強度鋼管を用いる場合、一般には強度的に不
足することはないが、近年、コモンレール式のディーゼルエンジンが開発され、より高強
度の燃料配管用鋼管の開発が要求されている。
【０００５】
　従来のディーゼルエンジンでは、燃料噴射弁につながっている燃料配管はポンプから気
筒毎に独立していたのに対して、コモンレール式ディーゼルエンジンでは、ポンプと噴射
弁との間にコモンレールという配管を設け、このコモンレール内にポンプから圧送されて
きた高圧の燃料を蓄圧し、そこから燃料を各気筒の噴射弁に分配するようにしたものであ
る。このコモンレール式の燃料噴射システムでは、燃料噴射量や噴射のタイミングを低速
域から高速域までコンピュータにより高精度の制御を行い、従来のディーゼルエンジンに
較べて大幅な排ガス清浄度、燃費、出力の向上や、騒音、振動の低減といった性能向上を
実現できる。
【０００６】
　年々、厳しさを増す排出ガス規制への対応や、静粛性改善、燃費、出力向上のために、
コモンレール式ディーゼルエンジンの高圧噴射化が進むに伴い、コモンレールに使う燃料
噴射管には、これまで以上の耐圧性が要求されるようになってきている。
【０００７】
　コモンレール式ディーゼルエンジンに用いる燃料噴射管の強度を高める技術として、例
えば、特許文献１に開示されているものがある。この特許文献１では、高強度鋼管を９５
０℃の熱処理でオーステナイト単相とした後に、３５０℃から５００℃の間に急冷してオ
ーステンパー処理を施すことにより、内圧および疲労強度を高めるようにしている。
【特許文献１】特開２００２－２９５３３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　制御技術と製造技術のめざましい進歩により、コモンレール式の燃料噴射システムでは
、燃料噴射圧がますます上昇している。最近では、最高噴射圧が１６０［ＭＰａ］を超え
るものまでが登場するに至っている。１６０［ＭＰａ］以上の最高噴射圧には、従来の燃
料噴射管に用いていた高強度配管の耐圧性能では対応できない。
【０００９】
　コモンレール式ディーゼルエンジンの高圧燃料配管の場合、噴射弁から各気筒内への燃
料噴射に伴う圧力変動が絶えず繰り返されるだけでなく、振動や熱応力が不断に付加され
るため、１６０［ＭＰａ］以上の動的耐圧性能を保証するのは、従来の高強度配管では不
可能になってきている。
【００１０】
　燃料噴射管の場合、最終的には、両端締結部の端末成形や、適用するエンジンの形に合
わせて曲げ加工などを施すことが必須となる。耐圧性の向上については、鋼の特性を大き
く変えずに、強度を引き上げる目的で、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｓｉを添加することが行われている
。
【００１１】
　ところが、強度と加工性は互いに相反する傾向があり、強度を引き上げると、加工性が
著しく低下するため、必要な耐圧性を持たせた燃料噴射管を製造する上で、大きな問題と
なっている。特に、自動車に用いられる燃料噴射管では、両端締結部の端末成形や曲げ加
工といった二次加工性は、耐圧性と並んで必要となる特性である。
【００１２】
　そこで、本発明の目的は、前記従来技術の有する問題点を解消し、二次加工性を確保す
るとともに、近年のコモンレール式燃料噴射システムの高圧化に対応し得る十分な耐圧性
能を実現できるようにした高強度鋼管の熱処理方法を提供することにある。
【００１３】
　また、本発明の他の目的は、近年のコモンレール式燃料噴射システムでの著しい燃料噴
射制御の進歩に伴う耐圧性強化の要求に対して、最終的に燃料噴射管にするための二次加
工性を犠牲にせずに応えられるようにした高強度鋼管を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前記の目的を達成するために、本発明は、被処理鋼管の機械的特性を改善するために、
冷間での伸管加工を終えた前記被処理管に施す熱処理方法であって、Ｃの含有量を０．２
２質量％以下、Ｓｉの含有量を０．５５質量％以下、Ｍｎの含有量を１．６０質量％以下
、残部はＦｅおよび不可避的不純物である高圧配管用合金鋼にバナジウムを０．１０～０
．３０質量％の範囲で添加した合金鋼を材料とする鋼管を被処理鋼管として用意し、前記
被処理鋼管を９８０～１１００℃の範囲内で所定時間高温を保持した後、２０～２００℃
／分の冷却速度で該鋼管を徐冷する焼きならしを行い、次いで被処理鋼管を６００～７０
０℃の範囲内まで加熱した後、常温まで冷却する焼き戻しを行うことを特徴とするもので
ある。
【００１５】
　本発明では、高圧配管として必要な強度や延性などの機械的特性を調整するために施す
熱処理を、焼きならしと焼き戻しとの二段階に分けて行い、前工程の焼きならし処理では
、添加したＶを十分に溶け込ませて析出強化し、引張強さや降伏点を高くするなど機械的
強度を向上させる。
【００１６】
　焼きならしの温度が１１００℃を超えると、金属組織中のオーステナイト結晶粒の粗大
化が顕著となり、二次加工性の確保に必要な延性の低下が懸念される。一方、焼きならし
温度が９５０℃以下の場合、金属組織はフェライト・パーライトが主体になり、目的の強
度は得にくくなる。
【００１７】
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　次に、後工程の焼き戻し処理は、前工程の焼きならしにより強度が向上する反面、延性
が低下するので、低下した延性を必要最低限まで取り戻し、二次加工性を確保するため行
う。焼き戻しにより、Ｖの析出強化がより強められたベイナイト主体の金属組織になり、
強度と延性をバランス良く調和できるようになる。
【００１８】
　なお、焼入れと焼き戻しの組み合わせにより、マルテンサイト組織による強度向上が可
能であるが、靱性や延性が大幅に低下し、二次加工性は確保できない。
【００１９】
　また、本発明では、前記被処理鋼管の材料である合金鋼は、Ｃ含有量を０．２２重量％
以下、Ｓｉの含有量を０．５５重量％以下、Ｍｎの含有量を１．６０重量％以下であるこ
とが好ましい。
【００２０】
　鋼の機械的特性を向上させるためには、Ｃ、Ｍｎ、Ｓｉ等の元素の添加量を増量する方
法があるが、強度が向上する反面、二次加工性が低下する。
【００２１】
　そのため、自動車用の高圧燃料配管では、その材料の鋼材についてＤＩＮ規格でＣ、Ｍ
ｎ、Ｓｉ等の主要元素の添加量上限を規定している。本発明では、Ｃ、Ｍｎ、Ｓｉ等の元
素の添加量上限は、自動車用ディーゼルエンジンの高圧燃料配管としてこれまでに十分に
実績のあるＤＩＮ規格のＳｔ５２に準じる一方で、Ｖの析出強化により、さらに強度を向
上させる手法を採用した。
【００２２】
　Ｖの含有量が０．３重量％を超えると、回転曲げ疲労試験による疲れ限度比（疲れ限度
／引張強さ）が頭打ちになり、０．１重量以下になると、必要な機械的強度が得られない
。
【００２３】
　このため、本発明では、Ｖの含有量が０．１０～０．３０重量％の範囲にあることが好
ましい。　
　また、本発明では、前記焼きならし工程における冷却速度は、２０～２００℃／分の範
囲にあることを特徴とするものである。これは、既存の焼鈍炉やブレージング炉といった
油槽などを持たない連続炉でも十分に実現可能な熱処理条件を構築することを念頭におい
ているためである。なお、２０℃／分以下の冷却速度では、金属組織はフェライト・パー
ライト主体となり、目的の強度は得られない。
【００２４】
　さらに、本発明による高強度鋼管は、高強度鋼管の組成が、Ｃの含有量を０．２２質量
％以下、Ｓｉの含有量を０．５５質量％以下、Ｍｎの含有量を１．６０質量％以下で、か
つ、Ｖの含有量が０．１０～０．３０質量％、残部がＦｅおよび不可避的不純物からなり
、その金属組織はバナジウム炭窒化物が析出したベイナイト主体の組織であり、前記高強
度鋼管はディーゼルエンジンのコモンレール式燃料噴射システムを構成する燃料噴射管と
して用いられる高強度鋼管であることを特徴とする。
【００２５】
　本発明の高強度鋼管では、上述のように、Ｖを添加した鋼が焼きならし、焼き戻しを経
ることにより、Ｖの析出強化がなされたベイナイト主体の金属組織にすることができ、強
度の向上と二次加工性の確保をバランス良く調和した特性を実現できる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明による熱処理方法によれば、自動車用配管に必要な特性である二次加工性を確保
するとともに、近年のコモンレール式燃料噴射システムにみられるような高圧化に対応し
得る十分な耐圧性能を実現できる。また、コモンレールに用いる燃料噴射管の場合では、
熱処理の終了の段階で必要な強度と二次加工性を得られるので、二次加工後に改めて強度
を高める処理を施すことが必要なくなり、熱処理に引き続いて防錆のための表面処理工程
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射管とすることができる。
【００２７】
　本発明による高強度鋼管によれば、近年のコモンレール式燃料噴射システムでの著しい
燃料噴射制御の進歩に伴う耐圧性強化の要求に対して、最終的に燃料噴射管にするための
二次加工性を犠牲にせずに応えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明による高強度鋼管の熱処理方法の一実施形態について、添付の図面を参照
しながら説明する。　
　図４は、本発明が適用されるディーゼルエンジンのコモンレールおよび燃料噴射管を示
す。参照符号１０がコモンレールを示す。参照番号１１ａは、サプライポンプ（図示せず
）から高圧で圧送される燃料をコモンレール１０に導入するための配管である。参照符号
１１ｂ乃至１１ｅは、コモンレール１０からディーゼルエンジンの各気筒のインジェクタ
に分配する配管である。　
　これらの配管１１ａ乃至１１ｅに用いられる高強度鋼管は、図５に示すような伸管加工
工程、内面研磨工程、焼きならし工程、焼き戻し工程、表面処理工程、端末成形工程、曲
げ加工工程を経て製造される。
【００２９】
　まず、素材としては、例えばＤＩＮ規格のＳｔ５２に準じた組成成分（Ｃ：０．２２重
量％以下、Ｓ：０．５５重量％以下、Ｍｎ：１．６０重量％以下）で、かつＶを０．１～
０．３重量％添加した合金鋼を材料としている鋼管を用いている。そして、この鋼管は、
目的のサイズまで数回に分けて伸管加工される。　
　内面研磨工程では、鋼管の内面を電解研磨や化学研磨により、内面を平滑にして応力集
中を防ぎ、耐圧性を高める。
【００３０】
　焼きならし工程では、加熱炉内で鋼管を９５０～１１００℃の範囲内で所定時間高温を
保持した後、２０～２００℃／分の冷却速度で該鋼管を徐冷する。　
　続く焼き戻し工程では、加熱炉内で鋼管を５００～７００℃の範囲まで加熱した後、常
温まで任意の冷却速度で冷却する焼き戻しを行う。
【００３１】
　その後、表面処理工程では、外面の防錆処理が施され、両端締結部を成形するなどの端
末成形工程、所定の形状への曲げ加工工程を経て図４に示すような噴射管１１ａ乃至１１
ｅになる。
【実施例】
【００３２】
　次に、本発明を実施例に基づいて説明する。　
　鋼材の組成がＣ：０．２１重量％、Ｓｉ：０．４７重量％、Ｍｎ：１．５２重量％、Ｖ
：０．１７５重量％である鋼材から試験片を作成した。そして、この試験片について、実
施例１～７として、表１に示すように焼きならし温度をそれぞれ変えて所定時間焼きなら
し温度を保持し、その所定の冷却速度で徐冷する焼きならしを行い、その後、６５０℃ま
で加熱した後、常温まで任意の冷却速度で冷却する焼き戻しを行った。実施例８～１４で
は、表２に示すように、一定の１０８０℃の焼きならし温度で各実施例８～１４で共通の
条件で焼きならしを行った後、各実施例８～１４で異なる温度で焼き戻しを行った。
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【表１】

【００３３】
　そして、熱処理を経た各実施例１～１４試験片について、引張試験と硬さ測定を行った
。表１には、各実施例１～１４の引張試験結果である引張強さ（Ｔｓ）、降伏点（Ｙｐ）
、伸び（Ｅｌ）を挙げている。硬さ測定値は、ビッカース硬さ（Ｈｖ）である。
【００３４】
　次に、図１は、実施例１～７について、横軸に焼きならし加熱保持中の平均保持温度を
とり、縦軸に引張試験、硬さ測定値の結果を表したグラフである。これに対して、図２は
、実施例８～１４について、横軸に焼き戻しの加熱保持中の平均保持温度をとり、縦軸に
引張試験、硬さ測定値の結果を表したグラフである。
【００３５】
　図１からわかるように、焼きならし処理では、全般的な傾向として、焼きならし温度が
高くなるにしたがって引張強さと降伏点が上がる一方で、伸びが低下していき、強度と伸
びは相反する関係にあることがわかる。
【００３６】
　他方、焼き戻し処理では、図２からわかるように、焼き戻し温度が高くなっても、引張
強さや降伏点は頭打ちであまり変わらない反面、温度が高くなると伸びが大きくなること
がわかる。
【００３７】
　このように、焼きならしと焼き戻しでは、一方の処理で不足する性質を他方の処理で補
える相互補完関係にあることがわかる。このため、焼きならしにより、強度を向上させ、
それだけでは二次加工に必要な伸びが足りないので、焼き戻しを行うことにより、必要な
伸びを確保することができる。
【００３８】
　図１において、焼きならし温度が９５０℃以下では、金属組織はフェライト・パーライ
トが主体となるため強度が不足するが（実施例１）、焼きならし温度の上昇とともに強度
があがり、９８０℃前後で必要な強度が得られ、さらに焼きならし温度の上昇とともに強
度があがるが、焼きならし温度が１０５０℃を超える温度域では強度の向上が頭打ちにな
り、１１００℃を超えると、オーステナイト結晶粒の粗大化が顕著になり、二次加工に必
要な伸びを確保できない。従って、適正な焼きならし温度は、９８０℃から１０５０℃で
ある。
【００３９】
　他方、図２からわかるように、焼き戻し温度については、５００℃以下になると（実施
例１４）、伸びが二次加工に最低限必要な２０％を下回ることや、降伏点が低下しすぎる
ことが予測される。一方、７００℃を超えると（実施例８）、材料のＡ1変態点に近づき
、Ｖ炭化窒化物が凝集肥大化して析出強化が弱まるため、機械的特性が急激に低下し、必
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要な強度が得られない。したがって、ベイナイト主体の金属組織にして、強度と延性のバ
ランスをとるために適正な焼き戻し温度としては、６００℃～７００℃、製品特性安定の
ために、より望ましくは、６００℃～６８０℃である。
【００４０】
　ここで、図６は、加熱保持中の平均保持温度が９５０℃で焼きならしを行い、その後、
加熱保持中の平均保持温度が６８０℃で焼き戻した比較例の金属組織を示す。この比較例
では、焼きならし温度が９５０℃と低いため、組織がフェライト・パーライトが主体で、
一部がベイナイトになっているにすぎないことがわかる。これに対して、図７は、実施例
９の金属組織を示す。この実施例９では、１０８０℃で焼きならしを行っているので、組
織はベイナイトが主体になっているのが明らかにみてとれる　
　以上のように、適正な温度での焼きならしと焼き戻しを組み合わせることで補完しあう
ことにより、実施例３－７、実施例９－１３のように降伏点６３０［ＭＰａ］程度、引張
強さ７７０［ＭＰａ］程度、伸び２１．５％程度の機械的特性を得ることができる。この
特性は、強度については従来比でおよそ１．３倍程度に相当する。伸びについては、従来
品とくらべて遜色のない数値であるといえる。
【００４１】
　次に、図３は、鋼材の組成がＣ：０．２１重量％、Ｓｉ：０．４７重量％、Ｍｎ：１．
５２重量％で、Ｖの添加量を０、０．２、０．４重量％と変えた鋼材で試験片を製作し、
回転曲げ疲労試験により疲れ強度比（疲れ限度／引張強さ）を測定した結果を表すグラフ
である。
【００４２】
　この図３に示されるように、Ｖの添加により機械的強度の向上は、０．３％を超えると
頭打ちになる減少が見られた。他方、０．１％以下の添加量では、必要な機械的強度が得
られないおそれがあるため、Ｖの好適な添加量の範囲は、０．１～０．３重量％である。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の実施例において、焼きならし温度と機械的特性の相関を示すグラフ。
【図２】本発明の実施例において、焼戻し温度と機械的特性の相関を示すグラフ。
【図３】本発明の実施例において、Ｖ添加量と疲れ限度比の相関を示すグラフ。
【図４】本発明が適用されるディーゼルエンジンのコモンレールおよび燃料噴射管を示す
斜視図。
【図５】本発明が適用される図４の燃料噴射管の製造工程を示す工程図。
【図６】焼きならし温度が低いため、フェライト・パーライト主体の組織になる比較例の
組織を示す写真。
【図７】本発明の実施例におけるベイナイト主体の金属組織を示す写真。
【符号の説明】
【００４４】
　１０　コモンレール
　１１ａ～１１ｅ　燃料噴射管
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